
 

船舶インシデント調査報告書 

平成２９年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２８年６月８日 １４時５０分ごろ 

発生場所 千葉県館山市南西方沖 

 野島埼灯台から真方位２４０°８.１海里付近 

 （概位 北緯３４°５０.１′ 東経１３９°４４.６′） 

インシデントの概要 プレジャーボート第三きよ丸は、航行中、船内外機のユニバーサル

ジョイントが割損して運航不能となった｡ 

インシデント調査の経過 平成２８年６月９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 第三きよ丸、５トン未満（長さ７.１４ｍ） 

 ２４３－２１８９９千葉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向  南南東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、館山市南西方沖

を航行中、異音が発生したので主機を停止した。 

 船長は、主機のプロペラを点検しようとチルトアップしたところ、

主機とプロペラ軸とを接続するユニバーサルジョイント部分が腐食し

た状態で割損し、プロペラが回転しない状況を確認した。 

 本船は、船長が自力での航行を断念し、海上保安庁に連絡し、巡視

艇にえい
．．

航されて帰港した。 

分析  本船は、主機とプロペラ軸とを接続するユニバーサルジョイントが

割損したことから、プロペラに主機の出力を伝達することができなく

なり、運航不能となったものと考えられる｡ 

 ユニバーサルジョイントは、腐食が進行した状態で経年使用され、

繰り返し応力が加わって割損したものと考えられる｡ 

原因 本インシデントは、本船が、主機とプロペラ軸とを接続するユニバ

ーサルジョイントが割損したため、プロペラに主機の出力を伝達する

ことができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・主機とプロペラ軸とを接続するユニバーサルジョイントは、定期

的に点検し、腐食の有無を確認すること。 

 


